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№ 議案番号 件          名 頁 

1 第37号議案 
吉川市個人情報保護条例及び吉川市個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例 
１ 

2 第38号議案 吉川市国民健康保険財政調整基金条例 ７ 

3 第39号議案 
吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 
９ 

4 第40号議案 公平委員会委員の選任について ２０ 

5 第41号議案 平成２８年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について ２２ 

6 第42号議案 
平成２８年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
２３ 

7 第43号議案 平成２８年度吉川市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について ２４ 

8 第44号議案 
平成２８年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
２５ 

9 第45号議案 平成２８年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について ２６ 

10 第46号議案 
平成２８年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
２７ 

11 第47号議案 平成２８年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について ２８ 

12 第48号議案 平成２９年度吉川市一般会計補正予算（第２号） － 

13 第49号議案 平成２９年度吉川市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） － 

14 第50号議案 平成２９年度吉川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） － 

15 第51号議案 平成２９年度吉川市介護保険特別会計補正予算（第１号） － 

16 第52号議案 平成２９年度吉川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） － 
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第３７号議案 

   吉川市個人情報保護条例及び吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例 

 （吉川市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 吉川市個人情報保護条例（平成１２年吉川市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する

場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が

存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在し

ない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (1)～(6) 略 

 (7) 情報提供等記録 番号法第２３条第１項

及び第２項（これらの規定を番号法第２６

条において準用する場合を含む。第３３条

において同じ。）に規定する記録に記録さ

れた特定個人情報をいう。 

 (8)～(10) 略 

２ 略 

 

 （収集の制限及び禁止） 

第８条 実施機関は、思想、信条、宗教及び犯

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (1)～(6) 略 

 (7) 情報提供等記録 番号法第２３条第１項

及び第２項に規定する記録に規定された特

定個人情報をいう。 

 

 

 (8)～(10) 略 

２ 略 

 

 （収集の制限及び禁止） 

第８条 実施機関は、思想、信条、宗教及び犯



- 2 - 

罪に関する個人情報並びに社会的差別の原因

と認められる個人情報の収集をしてはならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する

ときは、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 吉川市情報公開・個人情報保護審査会条

例（平成１２年吉川市条例第１８号）第１

条の規定に基づき設置される吉川市情報公

開・個人情報保護審査会（以下「審査会」

という。）の意見を聴いて個人情報取扱事

務の目的を達成するために必要があると認

めたとき。 

２及び３ 略 

 

 （保有個人情報の提供先への通知） 

第３３条 実施機関は、第３０条第１項の決定

に基づく保有個人情報の訂正の実施（前条の

規定により準用された第２４条第３項前段の

規定による実施を含む。）をした場合におい

て、必要があると認めるときは、当該保有個

人情報の提供先（情報提供等記録にあって

は、総務大臣及び番号法第１９条第７号に規

定する情報照会者若しくは情報提供者又は同

条第８号に規定する条例事務関係情報照会者

若しくは条例事務関係情報提供者（当該訂正

に係る番号法第２３条第１項及び第２項に規

定する記録に記録された者であって、当該実

施機関以外のものに限る。））に対し、遅滞

なく、その旨を書面により通知するものとす

る。 

罪に関する個人情報並びに社会的差別の原因

と認められる個人情報の収集をしてはならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する

ときは、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 別に定める吉川市情報公開・個人情報保

護審査会（以下「審査会」という。）の意

見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成

するために必要があると認めたとき。 

 

 

 

２及び３ 略 

 

 （保有個人情報の提供先への通知） 

第３３条 実施機関は、第３０条第１項の決定

に基づく保有個人情報の訂正の実施（前条の

規定により準用された第２４条第３項前段の

規定による実施を含む。）をした場合におい

て、必要があると認めるときは、当該保有個

人情報の提供先（情報提供等記録にあって

は、総務大臣及び番号法第１９条第７号に規

定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正

に係る情報提供等記録に記録された者であっ

て、当該実施機関以外のものに限る。））に

対し、遅滞なく、その旨を書面により通知す

るものとする。 
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 （利用停止請求） 

第３４条 何人も、自己情報（情報提供等記録

を除く。）が次の各号のいずれかに該当する

と思料するときは、この条例の定めるところ

により、当該自己情報を保有する実施機関に

対し、当該各号に定める措置（以下「利用停

止」という。）を請求することができる。 

 (1) 当該保有個人情報を保有する実施機関に

より適法に取得されたものでないとき、第

７条第２項若しくは第１２条第１項第３号

の規定に違反して保有されているとき又は

第１０条第１項若しくは第２項若しくは第

１０条の２第１項若しくは第２項の規定に

違反して利用されているとき、番号法第２

０条の規定に違反して収集され、若しくは

保管されているとき又は番号法第２９条の

規定に違反して作成された特定個人情報フ

ァイル（番号法第２条第９項に規定する特

定個人情報ファイルをいう。）に記録され

ているとき 当該保有個人情報の利用の停

止又は消去 

 (2) 略 

２～４ 略 

 

 （審査会への諮問） 

第４０条 開示決定等、訂正決定等、利用停止

決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為についての審査請求が

あったときは、当該審査請求に対する裁決を

 

 （利用停止請求） 

第３４条 何人も、自己情報（情報提供等記録

を除く。）が次の各号のいずれかに該当する

と思料するときは、この条例の定めるところ

により、当該自己情報を保有する実施機関に

対し、当該各号に定める措置（以下「利用停

止」という。）を請求することができる。 

 (1) 当該保有個人情報を保有する実施機関に

より適法に取得されたものでないとき、第

７条第２項若しくは第１２条第１項第３号

の規定に違反して保有されているとき又は

第１０条第１項若しくは第２項若しくは第

１０条の２第１項若しくは第２項の規定に

違反して利用されているとき、番号法第２

０条の規定に違反して収集され、若しくは

保管されているとき又は同法第２８条の規

定に違反して作成された特定個人情報ファ

イル（同法第２条第９項に規定する特定個

人情報ファイルをいう。）に記録されてい

るとき 当該保有個人情報の利用の停止又

は消去 

 (2) 略 

２～４ 略 

 

 （審査会への諮問） 

第４０条 開示決定等、訂正決定等、利用停止

決定等又は改正請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為についての審査請求が

あったときは、当該審査請求に対する裁決を
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すべき実施機関は、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、審査会に諮問しなければ

ならない。 

 

 

 

 (1)～(4) 略 

２及び３ 略 

  

すべき実施機関は、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、吉川市情報公開・個人情

報保護審査会条例（平成１２年吉川市条例第

１８号）第１項の規定に基づき設置される吉

川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し

なければならない。 

 (1)～(4) 略 

２及び３ 略 

  

 

 （吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第２条 吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年吉川市

条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」

という。）第９条第２項の規定に基づく個人

番号の利用及び法第１９条第１０号の規定に

基づく特定個人情報の提供について必要な事

項を定めるものとする。 

 

 （個人番号の利用） 

第２条 法第９条第２項の市の執行機関が個人

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」

という。）第９条第２項の規定に基づく個人

番号の利用及び第１９条第９号の規定に基づ

く特定個人情報の提供について必要な事項を

定めるものとする。 

 

 （個人番号の利用） 

第２条 法第９条第２項の市の執行機関が個人
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番号を利用して処理する条例で定める事務

は、同条第１項の規定により当該執行機関が

処理することとされる個人番号利用事務で、

同項の規定により当該執行機関が処理するこ

ととされる他の個人番号利用事務の処理のた

めに保有する特定個人情報ファイル（市長以

外の執行機関にあっては、住民基本台帳法

（昭和４２年法律第８１号）第７条各号に掲

げる事項を含む。以下この条において同

じ。）を検索し、当該特定個人情報ファイル

に含まれる特定個人情報を利用することで効

率的に処理することができると認められるも

のとする。 

 

 （特定個人情報の提供） 

第３条 法第１９条第１０号の条例で定める特

定個人情報の提供は、市の執行機関が法第９

条第１項に規定する個人番号利用事務を処理

する場合において、同項に規定する他の執行

機関が処理することとされる個人番号利用事

務の処理のために保有する特定個人情報ファ

イル（市長にあっては、住民基本台帳法第７

条各号に掲げる事項を含む。以下この条にお

いて同じ。）に含まれる特定個人情報につい

て必要な限度で行われる提供とする。 

２ 略 

  

番号を利用して処理する条例で定める事務

は、同条第１項の規定により当該執行機関が

処理することとされる個人情報利用事務で、

同項の規定により当該執行機関が処理するこ

ととされる他の個人情報利用事務の処理のた

めに保有する特定個人情報ファイル（市長以

外の執行機関にあっては、住民基本台帳法

（昭和４２年法律第８１号）第７条各号に掲

げる事項を含む。以下この条において同

じ。）を検索し、当該特定個人情報ファイル

に含まれる特定個人情報を利用することで効

率的に処理することができると認められるも

のとする。 

 

 （特定個人情報の提供） 

第３条 法第１９条第９号の条例で定める特定

個人情報の提供は、市の執行機関が法第９条

第１項に規定する個人情報利用事務を処理す

る場合において、同項に規定する他の執行機

関が処理することとされる個人情報利用事務

の処理のために保有する特定個人情報ファイ

ル（市長にあっては、住民基本台帳法第７条

各号に掲げる事項を含む。以下この条におい

て同じ。）に含まれる特定個人情報について

必要な限度で行われる提供とする。 

２ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第６５号）が施行されたこと

に伴い、所要の整備をしたいので、この案を提出するものである。 
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第３８号議案 

   吉川市国民健康保険財政調整基金条例 

 国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和３９年吉

川町条例第１６号）の全部を改正する。 

 （設置） 

第１条 国民健康保険財政の健全な運営を図るため、吉川市国民健康保険財政調整基金

（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、当該積立てをする年度の国民健康保険特別会計歳入

歳出予算（以下「特別会計歳入歳出予算」という。）で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編

入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、処分することがで

きる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行前、国民健康保険の保険給付費支払基金に属していた現金及び有価証
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券は、基金に属するものとする。 

  平成２９年９月１日提出 

 吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 国民健康保険の広域化を踏まえ、保険給付費支払金が不足した場合のほか、国民健康保

険事業費納付金の支払金が不足した場合等にも基金から充当できるよう、国民健康保険財

政調整基金を設置したいので、この案を提出するものである。 

  



- 9 - 

第３９号議案 

   吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１０年吉川市条例第１

５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の表示を除く。以下「改正後部分」と

いう。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応す

る改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部

分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という。）に対応する

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という。）が存在する

場合には、当該改正表を当該改正後表に改め、改正後表に対応する改正表が存在しない場

合には、当該改正後表を加える。 

 次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第１０条 法第３条第２項の規定により第３条

の規定の適用を受けない建築物について、次

に掲げる範囲内において増築又は改築をする

場合においては、法第３条第３項第３号及び

第４号の規定にかかわらず、第３条の規定

は、適用しない。 

 (1) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項

の規定により第３条の規定の適用を受けな

い建築物について、法第３条第２項の規定

により引き続き第３条の規定（同条の規定

が改正された場合においては、改正前の規

定を含む。）の適用を受けない期間の始期

 

 （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第１０条 法第３条第２項の規定により第３条

の規定の適用を受けない建築物について、次

に掲げる範囲内において増築又は改築をする

場合においては、法第３条第３項第３号及び

第４号の規定にかかわらず、第３条の規定

は、適用しない。 

 (1) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項

の規定により第３条の規定の適用を受けな

い建築物について、法第３条第２項の規定

により引き続き第３条の規定（同条の規定

が改正された場合においては、改正前の規

定を含む。）の適用を受けない期間の始期
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をいう。以下この条において同じ。）にお

ける敷地内におけるものであり、かつ、増

築又は改築後における延べ面積及び建築面

積が基準時における敷地面積に対してそれ

ぞれ法第５２条第１項、第２項及び第７項

並びに法第５３条の規定に適合すること。 

 (2)及び(3) 略 

 

別表第１（第２条関係） 

名称 区域 

略 

本吉川地区地

区整備計画区

域 

略 

吉川橋周辺地

区地区整備計

画区域 

都市計画法第２０条第１項の

規定により告示された吉川橋

周辺地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区

域 

 

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、

第７条関係） 

 (1)～(6) 略 

 (7) 平沼西部地区地区整備計画区域 

地

区

の

区

分 

略 敷地面積の最低限度 略 

をいう。以下この条において同じ。）にお

ける敷地内におけるものであり、かつ、増

築又は改築後における延べ面積及び建築面

積が基準時における敷地面積に対してそれ

ぞれ法第５２条第１項から第６項まで及び

法第５３条の規定に適合すること。 

 (2)及び(3) 略 

 

別表第１（第２条関係） 

名称 区域 

略 

本吉川地区地

区整備計画区

域 

略 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、

第７条関係） 

 (1)～(6) 略 

 (7) 平沼西部地区地区整備計画区域 

地

区

の

区

分 

略 敷地面積の最低限度 略 
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住

商

共

存

地

区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １３０平方メートル 

 ただし、次のいずれかに該

当する建築物については、こ

の限りでない。 

(1) 公衆便所又は巡査派出所 

(2) 令第１３０条の４に定め

るもの 

(3) 道路後退による残地を一

の敷地として使用する場合 

(4) 土地収用法（昭和２６年

法律第２１９号）第２条の

規定による土地の収用をし

たことにより１３０平方メ

ートル未満となった土地を

一の敷地として使用する場

合 

(5) 現に同一人が所有権を有

している土地について当該

土地（開発行為に伴う公共

施設の面積を除く。）の区

画数は、次に掲げる区分に

応じ、当該区分の定める数

以内で、面積が１００平方

メートル以上の場合 

 ア ２３０平方メートル未

満の場合 １ 

 イ ２３０平方メートル以

上３３０平方メートル未

満の場合 ２ 

 

住

居

地

区 

  

住

商

共

存

地

区 

 １３０平方メートル 

 ただし、次のいずれかに該

当する建築物については、こ

の限りでない。 

(1) 公衆便所又は巡査派出所 

(2) 令第１３０条の４に定め

るもの 

(3) 道路後退による残地を一

の敷地として使用する場合 

(4) 現に同一人が所有権を有

している土地について、当

該土地の面積（道路後退部

分及び開発行為に伴う公共

施設の面積を除く。）を１

３０平方メートル以上ごと

に分割して生じた残り１０

０平方メートル以上の残地

を一の敷地として使用する

場合 

 

住

居

地

区 

 １３０平方メートル 

 ただし、次のいずれかに該

当する建築物については、こ

の限りでない。 

(1) 公衆便所又は巡査派出所 

(2) 令第１３０条の４に定め

るもの 

(3) 道路後退による残地を一

の敷地として使用する場合 

(4) 現に同一人が所有権を有
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 ウ ３３０平方メートル以

上の場合 １３０で除し

た数について小数点第１

位を四捨五入した数 

 

 

 

 

 

 (8) 武蔵野操車場跡地地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 略 

Ａ地区 

（武蔵野

操車場跡

地地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

(1)～(6) 略 

(7) ボーリング場、スケー

ト場、水泳場及び令第１

３０条の６の２で定める

運動施設 

(8)及び(9) 略 

(10) 工場（令第１３０条

の６で定めるものを除

く。） 

(11)～(13) 略 

 

Ｂ地区 

（武蔵野

操車場跡

地地区地

区計画の

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

(1)～(6) 略 

(7) ボーリング場、スケー

ト場、水泳場及び令第１

 

している土地について、当

該土地の面積（道路後退部

分及び開発行為に伴う公共

施設の面積を除く。）を１

３０平方メートル以上ごと

に分割して生じた残り１０

０平方メートル以上の残地

を一の敷地として使用する

場合 

 (8) 武蔵野操車場跡地地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 略 

Ａ地区 

（武蔵野

操車場跡

地地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

(1)～(6) 略 

(7) ボーリング場、スケー

ト場、水泳場及び建築基

準法施行令第１３０条の

６の２で定める運動施設 

(8)及び(9) 略 

(10) 工場（建築基準法施

行令第１３０条の６で定

めるものを除く。） 

(11)～(13) 略 

 

Ｂ地区 

（武蔵野

操車場跡

地地区地

区計画の

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

(1)～(6) 略 

(7) ボーリング場、スケー

ト場、水泳場及び建築基
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計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。） 

３０条の６の２で定める

運動施設 

(8)～(13) 略 

略  

Ｄ地区 

（武蔵野

操車場跡

地地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｄ地区を

いう。） 

１ 次に掲げる建築物は、

建築してはならない。 

(1)～(3) 略 

(4) 工場（令第１３０条の

６で定めるものを除

く。） 

(5)～(12) 略 

２ 略 

 

略  

 (9) 略 

 (10) 平沼東部地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 略 

Ａ地区 

（平沼東

部地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。） 

（近隣商

業地域） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

(1)及び(2) 略 

(3) ボーリング場、スケー

ト場、水泳場及び令第１

３０条の６の２で定める

運動施設 

(4)～(11) 略 

 

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。） 

準法施行令第１３０条の

６の２で定める運動施設 

(8)～(13) 略 

略  

Ｄ地区 

（武蔵野

操車場跡

地地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｄ地区を

いう。） 

１ 次に掲げる建築物は、

建築してはならない。 

(1)～(3) 略 

(4) 工場（建築基準法施行

令第１３０条の６で定め

るものを除く。） 

(5)～(12) 略 

２ 略 

 

略  

 (9) 略 

 (10) 平沼東部地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 略 

Ａ地区 

（平沼東

部地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。） 

（近隣商

業地域） 

 次の各号に掲げる建築物

は、建築してはならない。 

(1)及び(2) 略 

(3) ボーリング場、スケー

ト場、水泳場及び建築基

準法施行令第１３０条の

６の２で定める運動施設 

(4)～(11) 略 
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Ｂ地区 

（平沼東

部地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。） 

（第二種

住 居 地

域） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

(1)及び(2) 略 

(3) ボーリング場、スケー

ト場、水泳場及び令第１

３０条の６の２で定める

運動施設 

(4)～(11) 略 

 

Ｃ地区 

（平沼東

部地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｃ地区を

いう。） 

（第一種

住 居 地

域） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

(1)～(9) 略 

 

 (11) 本吉川地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 略 

Ａ地区 

（本吉川

地区地区

計画の計

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

(1)及び(2) 略 

(3) ボーリング場、スケー

 

Ｂ地区 

（平沼東

部地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。） 

（第二種

住 居 地

域） 

 次の各号に掲げる建築物

は、建築してはならない。 

(1)及び(2) 略 

(3) ボーリング場、スケー

ト場、水泳条及び令第１

３０条の６の２で定める

運動施設 

(4)～(11) 略 

 

Ｃ地区 

（平沼東

部地区地

区計画の

計画図に

表示する

Ｃ地区を

いう。） 

（第一種

住 居 地

域） 

 次の各号に掲げる建築物

は、建築してはならない。 

(1)～(9) 略 

 

 (11) 本吉川地区地区整備計画区域 

地区の区

分 

用途の制限 略 

Ａ地区 

（本吉川

地区地区

計画の計

 次の各号に掲げる建築物

は、建築してはならない。 

(1)及び(2) 略 

(3) ボーリング場、スケー
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画図に表

示するＡ

地区をい

う。） 

ト場、水泳場及び令第１

３０条の６の２で定める

運動施設 

(4)～(9) 略 

Ｂ地区 

（本吉川

地区地区

計画の計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

(1)～(11) 略 

(12) 風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関す

る法律第２条第１項第５

号及び第４項から第１０

項までの営業の用に供す

るもの 

 

 (12) 吉川橋周辺地区地区整備計画区域 

地

区

の

区

分 

用途の制限 敷地面積の

最低限度 

高

さ

の

最

高

限

度 

Ａ

地

区

（

吉

川

橋

周

 次に掲げる建築物

は、建築してはなら

ない。 

(1) 店舗、飲食店、

事務所その他これ

らに類する用途に

供するものでその

用途に供する部分

 １３０平

方メートル 

 ただし、

次のいずれ

かに該当す

る建築物に

ついては、

この限りで

 

１

４

メ

ー

ト

ル

以

画図に表

示するＡ

地区をい

う。） 

ト場、水泳場及び建築基

準法施行令第１３０条の

６の２で定める運動施設 

(4)～(9) 略 

Ｂ地区 

（本吉川

地区地区

計画の計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。 

 次の各号に掲げる建築物

は、建築してはならない。 

(1)～(11) 略 

(12) 風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関す

る法律第２条第１項第８

号並びに第４項から第１

０項の営業の用に供する

もの 
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辺

地

区

地

区

計

画

の

計

画

図

に

表

示

す

る

Ａ

地

区

を

い

う

。

） 

 

の床面積の合計が

５００平方メート

ルを超えるもの 

(2) 自動車修理工場 

(3) ボーリング場、

スケート場、水泳

場及び令第１３０

条の６の２で定め

る運動施設 

(4) ホテル又は旅館 

(5) 自動車教習所 

(6) 畜舎（建築物に

付属する床面積の

合計が１５平方メ

ートル以下のもの

を除く。） 

(7) 倉庫（倉庫の用

途に供する部分の

床面積の合計が５

００平方メートル

以下のものを除く

。） 

(8) 危険物の貯蔵又

は処理に供するも

の（敷地内建築物

の供給処理に伴う

ものを除く。） 

(9) ガソリンスタン

ド 

ない。 

(1) 公衆便

所又は巡

査派出所 

(2) 令第１

３０条の

４に定め

るもの 

(3) 道路後

退による

残地を一

の敷地と

して使用

する場合 

(4) 土地収

用法第２

条の規定

による土

地の収用

をしたこ

とにより

１３０平

方メート

ル未満と

なった土

地を一の

敷地とし

て使用す

る場合 

下

か

つ

地

階

を

除

く

階

数

が

４

以

下

と

す

る

。 



- 17 - 

Ｂ

地

区

（

吉

川

橋

周

辺

地

区

地

区

計

画

の

計

画

図

に

表

示

す

る

Ｂ

地

区

を

い

 次に掲げる建築物

は、建築してはなら

ない。 

(1) 店舗、飲食店、

事務所その他これ

らに類する用途に

供するものでその

用途に供する部分

の床面積の合計が

１，５００平方メ

ートルを超えるも

の 

(2) 自動車修理工場

（ガソリンスタン

ドに付属するもの

を除く。） 

(3) ボーリング場、

スケート場、水泳

場及び令第１３０

条の６の２で定め

る運動施設 

(4) ホテル又は旅館 

(5) 自動車教習所 

(6) 畜舎（建築物に

付属する床面積の

合計が１５平方メ

ートル以下のもの

を除く。） 

(7) 倉庫（倉庫の用

(5) 現に同

一人が所

有権を有

している

土地につ

いて当該

土地（開

発行為に

伴う公共

施設の面

積を除く

。）の区

画数は、

次に掲げ

る区分に

応じ、当

該区分の

定める数

以内で、

面積が１

００平方

メートル

以上の場

合 

 ア ２３

０平方

メート

ル未満

の場合
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う

。

） 

 

途に供する部分の

床面積の合計が５

００平方メートル

以下のものを除く

。） 

(8) 危険物の貯蔵又

は処理に供するも

の（敷地内建築物

の供給処理に伴う

ものを除く。） 

(9) マージャン屋、

ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発

売所、場外車券売

場その他これらに

類するもの 

(10) カラオケボッ

クスその他これら

に類するもの 

(11) 劇場、映画館

、演芸場又は観覧

場 

(12) 風俗営業等の

規制及び業務の適

正化等に関する法

律第２条第１項第

５号及び第４項か

ら第１０項までの

営業の用に供する

 １ 

 イ ２３

０平方

メート

ル以上

３３０

平方メ

ートル

未満の

場合  

２ 

 ウ ３３

０平方

メート

ル以上

の場合

 １３

０で除

した数

につい

て小数

点第１

位を四

捨五入

した数 
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もの 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川橋周辺地区が都市計画決定されたことに伴い、その計画区域を制限の対象に加える

とともに、平沼西部地区地区整備計画区域の最低敷地面積の算定方法の改正その他所要の

整備をしたいので、この案を提出するものである。 
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第４０号議案 

   公平委員会委員の選任について 

 公平委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○○ 

   氏  名 森山健次 

   生年月日 ○○○○○○○○○ 

  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 公平委員会委員の真木吉夫氏が平成２９年９月２１日をもって任期満了となるため、そ

の後任者を選任することについて同意を得たいので、地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第９条の２第２項の規定により、この案を提出するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  森山健次 

生年月日  ○○○○○○○○○ 

住  所  ○○○○○○○○○ 

最終学歴  ○○○○○○○○○ 

経  歴 

 平成２１年１０月   ○○○○○○○○○ 

             

 平成２２年１２月   ○○○○○○○○○ 

 

           

 現在に至る 
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第４１号議案 

   平成２８年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２８年度

吉川市一般会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   
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第４２号議案 

   平成２８年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２８年度

吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   
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第４３号議案 

   平成２８年度吉川市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２８年度

吉川市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   
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第４４号議案 

   平成２８年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２８年度

吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見を付けて認定に付

する。 

  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   
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第４５号議案 

   平成２８年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２８年度

吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   
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第４６号議案 

   平成２８年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２８年度

吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別添監査委員の意見を付けて認定に付す

る。 

  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   
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第４７号議案 

   平成２８年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、平成２８

年度に生じた利益について平成２８年度吉川市水道事業剰余金処分計算書（案）のとおり

処分することについて議決を求め、同法第３０条第４項の規定により、平成２８年度吉川

市水道事業会計決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  平成２９年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   

 


